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《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の維持・向上  

財源のあり方  

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性   



過疎地域の現状①  

（過疎地域の現状）  

○ 過疎地域は、人口では全国の約8％であるが、過疎地域を含む市町村数では全国の4割を占める。  

図表2 過疎地域が全国に－！．了める割合  

市町村数  

（生田1，789「仰町村  

人   「1  

（全国1ご，丁77ノブ人）  

面  積  
（全国377．915krIf）  

（備考〕l巾町村数は平成20年4月1日現在コ 過疎地域の市町村数は過疎関係市町村数による。  

人口及び面積は平成17年国勢調査によるり  

2 東京都特別区はl団体とみなす 

《過疎地域の要件》3 （）は構成割合であるロ 

O「過疎地域」とは、以下の「人口要件」と「財政力要件」に該当する地域。  
（1）人口要件：以下のいずれかに該当すること  
1）昭和35年～平成7年の人口減少率が30％以上   
2）昭和35年～平成7年の人口減少率が25％以上、高齢者比率（65歳以上）24％以上   
3）昭和35年～平成7年の人口減少率が25％以上、若年者比率（15歳以上30歳未満）15％以下   
4）昭和45年～平成7年の人口減少率が19％以上   

＊ただし、1）2）3）の場合、昭和45年～平成7年の25年間で10％以上人口増加している団体は除く。  

（2）財政力要件：平成8年度～平成10年度の3ケ年平均の財政力指数が0．42以下、かつ公営競技収益が13億円以下であること（施行令第1条）。  
【追加公示】 平成12年の国勢調査の確定人口に基づき、追加公示を行う（法第32条）。  
（1）人口要件 ：上記要件中、各対象年次を5年ずつずらして適用。  

（2）財政力要件：上記要件を、平成10年度～平成12年度の3ケ年平均の財政力指数として適用。  

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）2   



過疎地域の現状②（人口の動向）  

（過疎地域の人口の動向）  

○過疎地域の人口減少率は、昭和35～45年には10％程度と著しく人口が減少していたが、その後人口減少率  
は低下し、平成12～17年の減少率は5．4％となっているものの、平成7年以降の減少率は緩やかに拡大。  

国勢調査による。   

ワ  

3  

阪府及び兵庫県の区域）、名古屋圏（岐阜鼎、愛知県及び三重奥の区域）をいい、地方側とは三人  
都市圏以外の区域をいう。  

（備考）1  

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）3   



過疎地域の現状③（人口構成）  

（過疎地域の人口構成）  

○ 過疎地域における年少人口（0～14歳）の割合は、全国と大きな差は見られない。  

○ 年少人口（0～14歳）の推移は、全国に比べ緩やかではあるが、一貫して減少傾向にある。  

【川東17 ［ト1十l故人口▲ル肺終にノ〕いて】  

十人l  
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（備考）平成t7年国勢調査によるく，   

＜参考＞  

圏域   
年少人口（0～14歳）  全国の年少人口に占める  

（単位：千人）   各圏域の割合   

全  国   17，521  

三大都市圏   8，407   48．0％   

地 方 圏   9，114   52．0％   

（うち過疎地域）   （1，346）   （7．7％）  
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H17国勢調査より   

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典‥総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）】4   



過疎地域の現状④（財政状況）  

（財政構造と財政力指数）  

○過疎関係市町村の1市町村当たりの歳入に占める地方税収割合は約15％（全国約37％）に過ぎない0  

0市町村に財政力を示す指標である財政力指数をみると、過疎関係市町村の平均は0・25（全国平均0■53）0  

図表9 財政力指数段階別過疎関係市町村数  
（単位：何件、％）  

平成ほ年度  
区  分  

市町村   

9  

0．1未満  
（1．2）  

233  
過  

（31．9）  

291  
疎  

（39．8）  

165  
地  

（22．6）  

33  
域  （4．5）  

計   
7.71 

（100．0）  

平 均 値 A   0．25   

全国平均値  B  0．53   

－ 0．28   

図表8 平成l的場 市町村歳入決算の状況  

（備考）1総務筍㌢平成18年廣地方財軟状況調査による 
＝ 過疎地域ほ、平成20年4月1日現軋  
3 －一郎過疎地城のうち、デ”タを取得できない37＄区域につい－ぐ渦疎開倖市町村から除いているリ  

〈備考）  1総務省」地方財政状況調査」及びけ軋方交付税等関係計数軍靴による・コ  

ヱ 過疎地域は、平成20牢4月用現瓜  
3 財政力指数札平成16年磨から平成18年度までの各年度ごとに地方射寸税の算定に用いた基準財政収入額を島潮オ政需  

要額で除Lて求めた数値1小数点第3位を四捨五入）を平均lヾたものであるゥなお、一部過疎地域については・合併前m  
旧市町村の数値（合併算定替）に基づく。  

4 r）は団体数合計に対する構成比である。  
5 平均値は単純平均であり、全国平均軌こおいては－－■都過疎地域を有する市町村も・本簾定を用いているり  
G 分村合併した山梨県旧上九一色柑については、1団体とし一て算出する・，  

【出典‥総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）5   



人口減少地域に関連する保育制度の概要①  

（小規模保育所（認可保育所））  
○ 認可保育所の定員は、原則60人以上とされているが、定員60人以上とすることが困難であり、20人以上の傍   

育需要が継続することが見込まれ、他に適切な方法がない場合、以下の要件を満たせば、小規模保育所を設  

。認可保育所として地域虐員規模等lこ応じた保育所運営費を支弁 。  ることが   

（1）設備・運営について児童福祉施設最低基準に適合  

（2）次のいずれかに該当  

（丑 要保育児童が多い地域に所在し、入所児童の概ね4割以上が3歳未満児  
② 過疎地域をその区域とする市町村内に所在  

③ 入所児童の概ね8割以上が3歳未満児、1割以上が乳児  
（3）定員20人以上  

（4）施設長は保育士を配置するよう努め、保育士その他の職員については最低基準等に定める所定数を配置  

保育所の定員規模、設置、連常上体別施設救  

常  公  

議＼習・  構成比   実 数   

私   

構成比   某：致   構成比   

規模別   〔か所：‡   （㈲   （カ為所）   細）   （か所二）   （悔）   

人  
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7．7（う椚 I．、   圧蒔．1二き   帖．764二：l   帖ご．封   i’1⊥重，533こき   圧沌．ご1  

モコま・、  丁．GTこ1   fj6．石 7，〔lほ   6ヨ．¢   14，親和   6ヰ．ぢ   

（11．T三i．ご二：・   〔い〕軋〔り   〔1柑．臼了封   ・：二1〔吼〔り   ほコ，G24：ン   l：’10軋桝  

計  11．5川  川軋巾   1．1．ヨい二l  1〔札0   ココ，7ヨ0  100．1〕】   
…二琵†1て－：  H  り惧．封  川∩．侶  

衰1こ三r  汀去縞礼砲遥調査棚告・・ニ．ヰ或1日年1u目1」鳩イIi二・  

卜三；覧‘括弧喜きミユ． 前年1〔1目1口j見什  

6   



人口減少地域に関連する保育制度の概要②   
（へき地保育所（認可外保育施設））  

（認可保育所の設置が著しく困難な地域に設置される保育施設であって、市町村長が以下の  
ものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、次世代育成支援対策 交付金（ソフト交付金1   基準に適合するものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、獅   

において補助（※20ポイント）。  

（1）設置場所が、以下の①～④にあること   

①へき地教育振興法の規定によるへき地手当の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内、   
②一般職の職員の給与に関する法律の規定による特地勤務手当の支給の指定を受けている公官署の4キロメートル以内、   
③①・②を受けることとなる地域内   

④①～③に準ずるものとして市町村長が認める地域内  

（2）設備・運営が以下の基準に合致すること   

① 平均入所児童数が10人以上（※10人を下回る場合2年間は経過的に対象）であること   

②既存建物（学校等）の一部に設置する場合、設備をへき地保育所のために常時使用できること   
③保育室・便所・屋外遊戯場（付近にある代わるべき場含む）その他必要な設備を設けること   

④ 必要な用具（医療器具、医薬品、机、椅子等）を備えること   
⑤保育士を2人以上配置すること（※やむを得ない事情があるときは、うち1人は保育士以外の者で代えることができる）   
⑥ 保育時間等については、地方の実情に応じて定めること  

○ 入所決定は、市町村長が、保育を要する児童のほか、棚。  

【へき地保育所の定員・入所児数】  

当たり平均37人  

肝  

0  5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  

【出典‥平成18年社会福祉施設等調査】7   

もこ′：   



過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○過疎地域を含む市町村にある認可保育所の規模をみると、定員規模では51～60人の規模が多いが、  

在所児数規模では、30人以下が多い 。  

（か所）  

2，000   

7，β00   

7，600   

7，400   

7，200   

ナ，000  

∂00  

600  

400  

200  

0  

30人以下 37～4¢ 朋～5〃 5丁～6〃 6†～7¢ 7†～卯 β丁～タ〃 卯～TO¢†卯～†川†す7～丁2¢†2丁～す5¢†引～200 2卯人以上  

（出典）厚生労働省「平成18年社会福祉施設等調査」における認可保育所の定員階級・在所児数階級ごとの保育所数につき、  
過疎地域を含む市町村（平成20年11月時点：731市町村）に係る数を特別集計したもの。  

※なお、「過疎地域を含む市町村」には、過疎地域以外の地域を含む市町村が約3割ある。  

（参考）  

全国の定員  

規模別分布  
定員120人超：15％   定員91～120人以下：22％  定員61～90人以下：27．6％  定員60人以下：35．3％  

β  



へき地保育所の現状②  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○ へき地保育所の規模をみると、定員規模は21～30人が多いが、在所児数規模は20人以下が約8割を占める。  

70人以下  7了～20  27～30  3ナ～40  47～50  ごH～60   （け人以上  

（出典）厚生労働省「平成18年社会福祉施設等調査」におけるへき地保育所数を定員階級一在所児数階級ごとに特別集計したもの   



過疎地域における幼児教育経験者比率  

○ 小学校就学前に幼稚園又は保育所（へき地保育所含む）を経験した比率を見ると、1970年頃は過疎地域と   

全国とで大きな格差があったが、近年はほぼ格差がなくなっている。  

○ 過疎地域においては、全国と比べ、幼稚園就園率が低く、保育所在籍比率が高い。  

匡】     壷21幼児   数台経廟者上   率   

昭和45年度  昭和55年度  平成ヱ年度  平成7年庶  平成‖平鹿  平成18年度  

区分  

過疎   全国   過疎   全国   過疎   全国  過釧   全国   過疎   全t遥   過疎   皇国   

57．4  Tf．．l  自7．6  9l．2  g5．0  95．6  q5．5  95．0  98，3  粥，了  9丁．1  96，5  

幼稚l盤耽L錮率   1占．5  5：I．8  35．′1  64．4  31l．9  6・l．0  34．ヱ  62．8  3・1．g  59．g  ：う6．1  57．T  

保育所在籍串   ヨ9．1  ヱ2．4  5ヱ．2  2¢．8  6仇1  31．5  61．3  ココ．2  63．4  36．8  6l．0  3苫．S   

（備考）1全国は文部科学者「学校基本調査．‡及び■社会福祉施設等調査、lによる。  

3 過疎地域は総務省調卜㌔  

※備考  

＜幼児教育経験者比率＞  

①全国は、各年度の文部科学省「学校基本調査」（数値は各年度5月1日）及び前年度の厚生労働省「社会福祉施設調査」による。  

②過疎地域は総務省調べ。  

③それぞれの数値は、次の算式による、なお、保育所にはへき地保育所を含む。  
幼児教育経験者比率＝幼稚園就園率＋保育所在籍率  

幼稚園修了者数  
幼稚園就園率   小学校第1学年児童数   

保育所在籍率＝ 
前年度保2＋6歳）  

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典：総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）】  
70   



（第2回・第3回 保育事業者検討会委員提出資料（抜粋））  

（参卜者）※下記は（杜ほ国私立保育園雇用として全日の保育凱こ向けて呼びかけている提  

案書項です。  

ホーム保育（＝家庭的保育）とマイ保育園（＝かかりつけ保育園射桝度について  

【課題ま議】（考え方）  

待機児童が集中している地域などにおいて、紐可保育園の拡大が困難な状況の欄合、  

家庭等のスペースを着用して、ニーズに河し柔1酎こ対応していく仕組みを♯廃する．  

この場合．一定の質を趨偏するため、認可保育園との連携を囲った制度とし、市町村  

事業とに連携を密にしながら仁乳児家庭全戸訪問幸美のフォローアップのためにも、  

保育園圃場々の辛経と速報できるようにし、家庭支捜の棟となっていく。   

【具体的塩素】  

り「ホーム保育J（恵庭的保育）  

0中心になる認可保育園と連携することを基本とし、3歳末♯児の保育の受け皿  

として近隣家庭や、地域の公民館などの空きスペースを開放し、（仮）「ホーム  

保青」として拡大を田る。  

0中心保育四には「ホーム廉青」をバックアップするため「保育コーディネータ  

ー」を配置し、中心圃との匝児の交誕や保育実施に伴う保育者の研修、保育細  

説等を行う。  

0琵可の要件  

・対象  3歳末濡児  3■－8名  

・保育室   確庭などの空きスペースを活かして、最催基準に照らして、広  

さに応じて受け入れ定数の拡大は可能とする。ただし6人まで）  

・保育体制 保育士または看護師の有資格者  

♯員定数は年齢別最低基準虚数の配置（最低2名）  

・調理体側  中心保育園からの支援体制をとる．  

・行書等   中心保育園の行暮零可能な語】馴＝参加する。  

・職員研修・休暇専の体制 中心国から支援体制などにより研修や休暇などを  

実施する。  

♯なお資格要件については、将来ファミリーサポートセンター、在  

宅支援サークル活動などなどの子育て支捷者養成と同様に、独自  

資格を検討していくことも考えられる．  

之）マイ保育園伍、かりつけ保礪周）  

認可侵＃雪が蓄積してきた保育に関する技術と能力を、地域の在宅子育て家  

庭に生かす。   

0妊娠から幼児までの子どもを、長書りの魚雷園に星蝕する  

登録薗の役割  

一妊掛、ら誕生、幼児雇での育児不安や離乳食などの相談  

・r保育コーディネーター」を中心に在宅の親手の支援活動  

（親子ひろば開放、育児講座の闊催、親子サークル支援など）  

3）実施主体：市町村  

4‖鳳助対怠・補助内専  

・rホーム良書Jrかかりつけ保雷臥を採用する中心保育l削＝対して  

保育コーディネーター1名配t  

・「ホーム保育jの■児には年齢別保育曹価／保育料が連用される。〔羊損封）  

・スペース料 等  

5）事業の展開、モの他  

①既存町市町村が行っている同権の事業について、重合を回局とともに、本制  

度に活用していく．  

②全国私立保育闊達且カリレネッサンス運動の一環として主唱し、地方組織や会  

員阻が地域に如して公募し．呼びかける。  

例：ポスター貼付 rホーム保育を開設しませんか」  

「赤ちやんが誕生したら、登餞Lてください『かかりつけ保育園封  
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